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金
パ
ラ７万9860円（30㌘）に引き上げ

分
は
返
金
す
る
義
務
は
あ
り

ま
せ
ん
。
一
方
、
ま
だ
治
療

に
入
っ
て
い
な
い
部
分
に
関

す
る
治
療
費
を
既
に
受
け
取

　

矯
正
治
療
中
（
計
画
の
半

分
く
ら
い
経
過
）
の
患
者
さ

ん
か
ら
、「
転
居
す
る
の
で

治
療
を
中
断
し
て
支
払
っ
た

代
金
を
返
還
し
て
欲
し
い
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
患
者

さ
ん
都
合
に
な
る
の
で
返
金

を
拒
め
な
い
で
し
ょ
う
か
？

 

（
50
代
男
性
）

　

歯
科
矯
正
治
療
は
治
療
期

間
が
長
く
、
初
期
の
段
階
で

治
療
費
の
ほ
ぼ
全
額
を
受
領

す
る
ケ
ー
ス
も
多
い
の
で
、

ト
ラ
ブ
ル
に
な
り
や
す
い
で

す
ね
。
歯
科
治
療
に
か
か
る

診
療
契
約
の
法
的
性
質
か
ら

考
え
る
と
、
患
者
さ
ん
都
合

に
よ
る
途
中
解
約
の
場
合
に

は
、
そ
の
解
約
時
点
ま
で
に

費
や
し
た
治
療
に
関
す
る
部

　

た
だ
矯
正
治
療
の
場
合
、

治
療
計
画
策
定
の
段
階
で
患

者
さ
ん
の
口
腔
内
の
状
態
そ

の
他
の
身
体
状
態
を
勘
案

し
、
長
期
に
わ
た
る
計
画
が

立
て
ら
れ
、
そ
れ
に
相
応
す

る
知
見
・
技
能
が
費
や
さ
れ

る
こ
と
も
多
い
で
す
ね
。
で

す
の
で
途
中
で
患
者
さ
ん
都

合
に
よ
る
治
療
打
ち
切
り
と

な
っ
て
も
、
一
部
返
金
部
分

を
分
離
し
算
定
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
例

外
的
に
既
に
受
け
と
っ
た
治

療
費
の
返
還
義
務
を
免
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し

そ
れ
に
は
、
治
療
開
始
前
に

患
者
さ
ん
に
そ
の
旨
を
十
分

説
明
し
、
理
解
を
求
め
、
患

者
さ
ん
の
同
意
を
得
て
お
く

こ
と
が
不
可
欠
に
な
り
ま

す
。
ト
ラ
ブ
ル
回
避
の
た
め

に
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
説

明
と
理
解
に
基
づ
く
同
意
、

そ
し
て
そ
れ
ら
の
経
過
と
結

果
を
書
面
の
形
で
残
し
て
お

く
こ
と
で
す
。

 

（
弁
護
士　

西　

晃
）

っ
て
い
る
場
合
に
は
、
原
則

と
し
て
そ
の
部
分
は
返
金
す

る
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

転ばぬ先の　
　法律相談

医院経営

コロナ感染
で　休　業

協　会

国
保
被
用
者
等
に
傷
病
手
当
を

都
構
想
よ
り
コ
ロ
ナ
対
策
を

７
月
再
改
定
後
も
逆
ザ
ヤ

理事会報告　19・20年度 第14回（５／９）

小
澤
理
事
長
が
自
治
体
へ
要
請

吉
村
知
事
、松
井
市
長
に
要
請

第４回 矯正治療の打ち切り　返金はどこまで必要か？

治療前の十分な説明と納得が重要

イラスト・辻井タカヒロ

　

２
０
２
０
年
７
月
１
日
か
ら
金
パ
ラ

の
告
示
価
格
が
30
㌘
当
た
り
７
万
９
８

６
０
円
に
引
き
上
が
る
。
Ｆ
Ｍ
Ｃ
の
大

臼
歯
は
プ
ラ
ス
２
０
４
点
の
１
３
９
１

点
、
小
臼
歯
は
プ
ラ
ス
１
４
６
点
の
１

１
２
５
点
に
な
る
見
込
み
。
金
パ
ラ
改

定
の
新
た
な
ル
ー
ル
（「
歯
科
用
貴
金

属
随
時
改
定
Ⅱ
」）
の
適
用
に
伴
う
も

の
。「
随
時
改
定
Ⅱ
」
は
歯
科
用
貴
金

属
価
格
の
素
材
価
格
の
変
動
幅
が
そ
の

時
点
の
告
示
価
格
の
±
15
％
を
超
え
た

場
合
、
診
療
報
酬
改
定
時
お
よ
び
随
時

改
定
Ⅰ
時
の
３
カ
月
後
に
見
直
す
仕
組

み
で
初
の
適
用
と
な
る
。

８
万
円
超
え
続
く

　

４
月
改
定
で
は
30
㌘
当
た
り
６
万
２

４
９
０
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
た

が
、
保
団
連
の
「
金
パ
ラ
『
逆
ザ
ヤ
』

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
」
で
は
２
月
の
購
入
価

格
平
均
が
８
万
４
４
１
７
円
（
３
月
30

日
時
点
）
に
達
す
る
な
ど
、
改
定
時
点

で
２
万
円
を
超
え
る
「
逆
ザ
ヤ
」
が
生

じ
て
い
た
。

　

２
月
以
降
も
金
パ
ラ
の
高
騰
は
続
い

て
お
り
、
金
パ
ラ
逆
ザ
ヤ
シ
ミ
ュ
レ
ー

タ
で
は
（
４
月
28
日
時
点
）
30
㌘
当
た

り
８
万
２
７
６
２
円
と
な
っ
て
い
る
。

現
状
で
は
７
月
の
改
定
で
も
依
然
と
し

て
逆
ザ
ヤ
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

根
本
解
決
が
必
要

　

随
時
改
定
Ⅱ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
日
本

共
産
党
の
田
村
貴
昭
衆
院
議
員
が
随
時

改
定
Ⅱ
を
導
入
し
て
も
、
金
属
の
値
動

き
の
参
照
期
間
か
ら
改
定
実
施
ま
で
に

大
き
な
値
動
き
が
起
こ
り
得
る
タ
イ
ム

ラ
グ
が
あ
る
点
や
、
価
格
変
動
が
一
定

の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
改
定
が
見
送
ら
れ

る
点
な
ど
、
実
勢
価
格
と
の
乖
離
が
生

じ
る
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
（
４
月
６

日
）。
田
村
議
員
に
対
し
加
藤
勝
信
厚

労
大
臣
も
制
度
の
不
十
分
さ
を
認
め
る

な
ど
、
改
定
制
度
の
抱
え
る
根
本
的
な

問
題
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

「
出
前
協
議
会
」
の
開
催
も

必
要
な
い
と
強
調
し
た
。

　

要
望
で
は
▽
大
阪
府
・
大

阪
市
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
を
食
い
止

め
、
府
民
の
命
と
生
活
を
守

る
た
め
、
予
算
を
拡
充
し
、

職
員
を
総
動
員
す
る
こ
と
▽

副
首
都
推
進
局
と
Ｉ
Ｒ
推
進

局
の
職
員
を
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
対
策
で
多
忙
な
職
場

に
緊
急
配
置
す
る
こ
と
▽

「
出
前
協
議
会
」
の
開
催
を

は
じ
め
大
阪
市
廃
止
・
解
体

作
業
を
中
止
す
る
こ
と
▽
カ

ジ
ノ
誘
致
の
作
業
を
中
断
す

る
こ
と
―
の
４
点
を
求
め
て

い
る
。

当
制
度
は
国
が
財
政
支
援
を

す
る
こ
と
で
実
施
さ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
適
用
対
象
は

被
用
者
に
限
ら
れ
て
い
る
た

め
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
や
自
営

業
者
の
方
は
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。
国
は
働
く
す
べ
て
の

国
民
を
対
象
に
財
政
支
援
す

べ
き
で
す
。

す
る
大
阪
都
構
想
の
作
業
中

断
を
求
め
る
緊
急
要
請
書
を

提
出
し
た
。

　

要
請
書
で
協
会
は
「
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
が
大
阪
府
下
で
広
が
り
を

見
せ
、
そ
の
被
害
は
生
命
の

危
険
と
生
活
破
壊
を
伴
い
、

死
活
問
題
と
な
っ
て
い
る
」

と
指
摘
。
コ
ロ
ナ
対
策
を
最

優
先
す
べ
き
と
き
に
、
５
年

後
に
大
阪
市
の
廃
止
を
目
指

す
「
大
阪
都
」
構
想
の
準
備

は
「
不
要
不
急
」
で
あ
り
、

応
す
る
か
、
６
月
議
会
で
条

例
化
を
予
定
し
て
い
る
。

大
阪
社
保
協
事
務
局
長

 

寺
内
順
子
さ
ん
の
話

　

国
保
加
入
者
へ
の
傷
病
手

　

コ
ロ
ナ
危
機
で
疲
弊
す
る

府
民
の
暮
ら
し
を
無
視
し
、

維
新
府
政
・
市
政
が
今
年
11

月
の
住
民
投
票
実
施
へ
向
け

「
大
阪
都
」
構
想
を
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
あ
り
き
で
進
め
よ
う

と
し
て
い
る
。
協
会
は
こ
の

ほ
ど
、
大
阪
府
の
吉
村
洋
文

知
事
と
大
阪
市
の
松
井
一
郎

市
長
に
対
し
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
に
全

力
を
挙
げ
、
大
阪
市
を
廃
止

財
政
支
援
を
行
う
方
針
を
発

出
し
て
い
る
。
大
阪
社
保
協

が
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
に

つ
い
て
府
内
自
治
体
に
行
っ

た
調
査
で
も
多
く
の
自
治
体

で
は
首
長
の
判
断
で
支
給
対

　

小
澤
力
理
事
長
は
こ
の
ほ

ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
感
染
し
た
国
民
健

康
保
険
に
加
入
す
る
被
用
者

等
に
対
す
る
傷
病
手
当
金
制

度
の
創
設
等
を
求
め
て
大
阪

府
内
自
治
体
に
要
望
し
た
。

要
望
は
▽
傷
病
手
当
金
給
付

の
条
例
改
正
を
速
や
か
に
行

う
▽
２
０
２
０
年
１
月
１
日

に
遡
っ
て
適
用
す
る
▽
内
容

を
住
民
に
周
知
し
手
続
き
も

簡
易
に
す
る
―
な
ど
。

自
営
は
支
援
対
象
外

　

国
民
健
康
保
険
加
入
の
被

用
者
へ
の
傷
病
手
当
給
付
を

め
ぐ
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
労
働

者
が
生
活
不
安
な
く
療
養
で

き
る
よ
う
に
、
国
が
緊
急
的

・
例
外
的
な
措
置
と
し
て
支

給
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て

感
染
症
と
憲
法

　

憲
法
が
枷
に
な
り
、
非

常
事
態
に
十
分
な
対
応
が

と
れ
な
い
―
―
。
そ
う
言

わ
ん
ば
か
り
の
物
言
い

だ
。
安
倍
首
相
は
憲
法
記

念
日
の
３
日
に
改
憲
派
の

集
会
に
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
寄
せ
、
新
型
コ
ロ
ナ

対
応
と
絡
め
て
改
憲
の
意

義
を
強
調
し
た
。
現
行
憲

法
で
は
非
常
時
の
政
府
権

限
の
規
定
が
不
十
分
だ
と

し
て
、「
緊
急
事
態
条
項
の

新
設
」
を
訴
え
た
の
だ
。

　

国
家
存
亡
に
関
わ
る
緊

急
事
態
に
お
い
て
、
憲
法

秩
序
を
一
時
停
止
す
る
規

定
を
「
国
家
緊
急
権
」
と

あ
た
る
。
憲
法
に
「
緊
急

事
態
条
項
」
が
盛
り
込
ま

れ
れ
ば
、
大
規
模
災
害
や

戦
争
な
ど
の
緊
急
時
に
緊

急
事
態
を
宣
言
す
る
こ
と

で
、
内
閣
に
権
限
の
集
中

を
可
能
に
す
る
。

い
い
、
自
民
党

改
憲
草
案
が
定

め
る
緊
急
事
態

条
項
も
こ
れ
に

権
）、感
染
防
止

の
た
め
の
自
粛

と
セ
ッ
ト
の
補

償
だ
（
29
条
・

　

コ
ロ
ナ
特
措
法
に
よ
っ

て
発
出
さ
れ
た
「
緊
急
事

態
宣
言
」
に
よ
る
「
要

請
」
に
は
強
制
力
が
伴
わ

な
か
っ
た
が
、「
国
家
緊

急
権
」
が
あ
れ
ば
国
会
の

承
認
な
く
内
閣
は
政
令
を

「
国
家
緊
急
権
」
を
濫
用

し
破
滅
的
な
戦
争
を
招
い

た
こ
と
へ
の
反
省
に
よ
る

も
の
だ
。
安
倍
政
権
は
コ

ロ
ナ
禍
の
混
乱
に
乗
じ

て
、
戦
争
す
る
国
づ
く
り

と
一
体
で
国
家
緊
急
権
の

ナ
感
染
拡
大
を
阻
止
し
、

国
民
の
い
の
ち
と
生
活
を

守
る
こ
と
が
で
き
る
。
国

民
が
求
め
て
い
る
の
は
、

医
療
崩
壊
を
起
こ
さ
せ
な

い
た
め
の
医
療
体
制
の
整

備
で
あ
り
（
25
条
・
生
存

復
活
を
訴
え
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

い
ま
、
必
要
な
の
は
改

憲
の
議
論
で
は
な
く
、
憲

法
の
理
念
を
順
守
す
る
政

治
で
あ
る
。
憲
法
の
諸
条

項
を
活
か
し
て
こ
そ
コ
ロ

財
産
権
）。

　

政
府
の
コ
ロ
ナ
対
応
の

ま
ず
さ
は
、
安
倍
政
権
の

政
治
姿
勢
が
原
因
だ
。
火

事
場
泥
棒
的
な
改
憲
策
動

を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

【当面の課題と協議・承認事項】
（１）新型コロナウイルスへの対応
　・会員アンケート結果報告（速報値）
　・衛生材料の全医療機関への配布の要請
　・中止した施設基準研修の検討
　・助成金等での「電話相談」の検討
（２）歯科診療報酬改善・患者負担増への対応
　・20年診療報酬改定をうけた不合理是正要求
　・「歯科保険診療の研究」2020年４月版の発行
　・ 「みんなでストップ！負担増」署名は２万筆を目標（理

事目標4,000筆）に取り組んでいる
（３）その他
　・金パラ逆ザヤ解消にむけた運動
　・４月現勢4,184人

発
出
し
、
強
制
力
を
も
っ

て
国
民
の
権
利
を
制
限
す

る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。

　

日
本
国
憲
法
に
「
国
家

緊
急
権
」
が
定
め
ら
れ
て

い
な
い
の
は
、
大
日
本
帝

国
憲
法
の
も
と
政
府
が

危
機
打
開
に
理
念
い
か
せ


